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施肥体系緊急転換対策事業実施要領

第１ 事業の内容

１ 対象とする取組等

（１）対象とする取組

施肥体系緊急転換対策事業実施要綱(平成２１年４月１日付け２０生産第９６２

５号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第２の１の農林水産省生

産局長(以下「生産局長」という。)が別に定める取組は、以下のとおりとする。

なお、より確実な効果を得る観点から、アの（ア）と（イ）の取組は一体的に実

施するものとする。

ア 地域モデル実証事業

（ア） 土壌診断の実施及び診断結果に基づく効率的施肥の指導、地域における施

肥コストの低減に向けた推進体制を強化するための取組

（イ） 土壌診断結果に基づく確実な施肥設計の見直しに加え、新たに開発・実用

化された効率的施肥や局所施肥等に係る技術の導入、ペレットたい肥等の低利

用資源の効果的活用など、肥料コストを低減する新しい施肥技術体系への転換

実証の取組

イ 広域支援事業

(ア) 肥料コスト低減につながる新たに開発・実用化された施肥効率化の技術や

肥料等の情報を収集・分析し、電子媒体や研修会等を通じて発信する全国段

階の取組（以下、「技術情報等収集・提供事業」という。）

(イ) エコファーマーの全国ネットワークを立ち上げ、情報の共有と技術の向上

を図る取組。また、エコファーマーに対するこども、消費者及び実需者等の

理解と関心を増進させ、環境保全への貢献に対する意識の醸成を図る取組（以

下、「エコファーマーネットワーク整備事業」という。）

(ウ) 低コストな肥料の生産・供給を行うために必要な肥料銘柄の集約や広域的

な流通拠点の整備、徹底した土壌診断を行うための体制の整備及び地域で発

生する下水汚泥や家畜排せつ物等の未利用・低利用資源を効果的に肥料利用

するための取組（以下、肥料コスト低減環境整備事業」という。）

（２）事業の実施期間

要綱第２の２の生産局長が別に定める取組毎の実施期間は以下のとおりとする。

ア 地域モデル実証事業、エコファーマーネットワーク整備事業及び肥料コスト低

減環境整備事業は、単年度で完了するものとする。

イ 技術情報等収集・提供事業は、施肥体系緊急転換対策事業の実施期間中、継続

して実施できるものとする。

（３）達成すべき成果目標

ア 地域モデル実証事業の取組により、事業実施地域において事業実施年度の前年

より２割以上、化学肥料の施用量又は肥料費を低減させる技術体系を確立する。

イ 技術情報等収集・提供事業の取組により、施肥コスト低減技術のデータベース
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を構築し、毎年 100件以上のデータを収集・蓄積する。

ウ エコファーマーネットワーク整備事業の取組により、エコファーマーの認定数

が１県あたり 1,800 件（全国の認定件数の約１/100）以上の都道府県からの加入

者があるエコファーマーの全国ネットワークを構築する。

エ 肥料コスト低減環境整備事業の取組に当たっては、その取組内容に即して、次

のいずれかを選択する。

(ア) 事業の対象とした肥料の販売価格を同等の成分の肥料と比べて５％以上低

減する。

(イ) 事業実施地区における土壌診断の実施件数を２割以上増加させる。

(ウ) 事業実施地区における未利用・低利用資源由来の肥料の供給量を２割以上

又は 100トン程度増加させる。

（４）目標年度

本事業の目標年度は、地域モデル実証事業及び肥料コスト低減環境整備事業につ

いては、事業終了年の翌年度、技術情報等収集・提供事業及びエコファーマーネッ

トワーク整備事業については事業年度とする。

２ 事業実施主体

実施要綱第２の３の生産局長が別に定める事業実施主体は、次に掲げる者とする。

（１）地域モデル実証事業については、農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合

法人（農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第７２条の８第１項に規定す

る事業を行う法人をいう。）、農事組合法人以外の農業生産法人（農地法（昭和２

７年法律第２２９号）第２条第７項に規定する法人をいう。）、特定農業団体（農

業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第２３条第４項に規定する団体

をいう。）、その他農業者の組織する団体及び組織（代表者の定めがあり、かつ、

組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。以下同じ。）とする。ただ

し、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体及びその他農

業者の組織する団体及び組織については、構成員に３戸以上の農家を含むこととす

る。

（２）技術情報等収集・提供事業及びエコファーマーネットワーク整備事業については、

全国を対象として活動する民間団体等とする。ただし、代表者の定めがあり、かつ、

組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。

（３）肥料コスト低減環境整備事業については、農業協同組合連合会、民間団体及び普

及指導機関や試験研究機関等が参画する団体とする。ただし、代表者の定めがあり、

かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。

第２ 事業の実施基準

１ 補助対象とする取組及び補助率

（１）補助の対象とする取組及び補助率は、下表のとおりとする。ただし、事業実施主

体が自力若しくは他の助成により実施中の取組については対象としない。

（２）整備事業を実施する場合は推進事業と一体的に行うものとする。ただし、下表④
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の取組のうち、高性能土壌診断装置の整備については、この限りでない。

対象となる取組 具体的取組(対象となる主な経費) 補助率

地 ①地域モデル実 推進事業 ア、イは

域 証事業 ア 導入技術や実証成績の検討等に係る検討会 定額、ウ

モ の設置・運営(委員謝金・旅費、その他事務 は１／２

デ 費) 以内

ル イ 土壌診断の実施及び診断結果に基づく施

実 肥設計の見直しの指導(簡易土壌診断装置の

証 購入、診断用試薬等消耗品類の購入、処方

事 箋作成・施肥設計等用パソコンソフトの購

業 入、診断等補助者賃金、施肥指導者育成の

ための研修旅費)

ウ 肥料コスト低減技術の導入実証(実証に必

要な装置等の購入(上限額 200万円未満のも

のに限る。)・借上げ、実証に必要な資材の

購入、栽培管理作業の委託、実証効果調査

等補助者賃金)

整備事業 １／２以

肥料コスト低減技術の導入実証における目 内

標達成のために必要な下記の装置・機械の導

入

① 実証に必要な装置（下限額 200 万円以

上のもの）

② 畝立同時施肥機

③ 潅注施肥機

④ その他地域が掲げる目標達成のために

必要と認められる機械

広 ②技術情報等収 推進事業 定額

域 集・提供事業 ア 肥料コスト低減に関する技術情報等の収

支 集(文献検索・購入費、先進地調査旅費・謝

援 金)

事 イ 技術情報等の分析・整理等のための専門

業 家会議等の開催・運営(謝金・旅費、会議開

催に係る事務費・補助者賃金)

ウ 整理・分析した技術情報等の発信(情報誌

の原稿作成・印刷・発送、ホームページの
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運営・掲載等に係る経費、補助者賃金)

エ 技術情報等周知のための全国研修会の開

催(会場借料、資料印刷費、講師謝金・旅費、

その他会議開催に係る事務費・補助者賃金)

③エコファーマ 推進事業 定額

－ネットワーク ア 全国ネットワーク設立のための企画検討

整備事業 委員会の開催・運営（謝金・旅費、会議開

催に係る事務費・補助者賃金）

イ ブロック別担当者説明会の開催（会場借

料、資料印刷費、謝金・旅費、その他説明

会開催に係る事務費・補助者賃金）

ウ エコファーマーへの全国ネットワークへ

の参加募集活動（広報用資料の作成・印刷

・発送、ホームページの運営・掲載等に係

る経費、相談窓口設置に係る経費・人件費、

その他参加募集活動に係る事務費・補助者

賃金）

エ 情報共有・技術向上のための全国交流会

・技術研究会の開催（謝金・旅費、会場借

料、ほ場借料、バスの借上げ費、資料印刷

費、外部講師出席謝金・旅費、その他交流

会・研究会開催に係る事務費経費・補助者

賃金）

オ 普及啓発のための交流活動（エコファー

マー派遣に係る経費・謝金・旅費、その他

交流活動に係る経費・補助者賃金）

④肥料コスト低 推進事業 １／２以

減環境整備事業 ア 地域内の銘柄集約や流通拠点の集約を図 内

るための調査・検討の実施(アドバイザー会

議出席謝金・旅費、実態等調査謝金・旅費、

会議開催に係る事務費)

イ 広域流通拠点の整備(肥料流通拠点施設や

フォークリフトの借上げ費)

ウ 地域未利用資源等の有効利用に向けた調

査・検討(学識経験者等会議出席謝金・旅

費、資源賦存状況・肥料化技術等調査謝金

・旅費、会議開催に係る事務費)

エ 地域未利用資源等由来肥料の周知・普及
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(広報用資料作成・配付に係る経費、説明会

開催に係る経費)

整備事業 １／２以

ア 地域の土壌診断実施体制を強化するため 内

の高性能土壌診断装置（処理能力が高く（お

おむね 100 点／日の分析が可能）省力的な

土壌診断システム）の整備

イ 広域流通拠点の整備に当たっての肥料流

通拠点施設（長期間にわたって施設内に資

材が滞留することのない一時保管的な施設

に限る。）の整備

ウ 地域未利用資源等の肥料利用に必要な装

置等の整備

２ 補助対象とする経費

（１）補助対象とする経費は次に掲げるものとする。

（２）補助対象者等に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間に応じて支払う経費

以外の経費（雇用関係が生じる月極の給与、退職金、賞与(ボーナス)その他の各種手

当）及び事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費については対象とし

ない。

区 分 内 容

施設整備費 広域流通拠点の整備に当たって必要となる肥料流通拠点施設

の整備に要する経費

機械費 上表①及び④の整備事業において導入する機械・装置の導

入、据付・調整に要する経費

設備備品費 設備(上記機械費で導入するものを除く)及び物品の購入、据

付・調整等に要する経費

消耗品 事業執行に必要な資材、原材料、消耗品、消耗器材、薬品類、

各種事務用品等の調達に要する経費

旅費 現地における情報等の収集・調査の実施、会議や説明会、技

術研究会、研修会、交流会等への参加及び講師派遣等に要する

経費
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謝金 情報分析や検討会等における専門的知識の提供、調査等の協

力者等に対する謝礼に要する経費

賃金 土壌診断の試料調製や診断に係る作業の補助、実証成果の調

査、情報収集、資料の整理、その他業務の補助等のために雇用

した者に対して支払う実働に応じた対価

役務費 機械又は器具の保守、修繕、翻訳、鑑定、設計、分析、試験、

加工等に要する経費

委託費 地域モデル実証事業における栽培管理作業の委託、広域支援

事業における推進事業の業務の一部の委託等に要する経費

その他 設備の賃借料（リース料又はレンタル料）、技術研究等に係

るほ場の借上料、文献購入費、光熱水料、通信運搬費（切手、

電話、実験用機器等の運搬費等）、複写費、印刷製本費、会議

費（会場借料等）、交通費（勤務地域内を移動する場合の電車

代等「旅費」で支出されない経費）、自動車借上料、収入印紙

代等の雑費など、他の費目に該当しない経費

第３ 事業の実施等の手続

１ 事業実施計画の作成等

（１）事業実施主体は、要綱第３の１の事業実施計画を別紙様式第１号により作成し、

地方農政局長等（北海道、技術情報等収集・提供事業及びエコファーマーネットワ

ーク整備事業の事業実施主体にあっては生産局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総

合事務局長。以下同じ。）に提出するものとする。

（２）地方農政局長等は、地域モデル実証事業及び肥料コスト低減環境整備事業を実施

する場合にあっては、次に掲げるすべての項目を、技術情報等収集・提供事業及び

エコファーマーネットワーク整備事業を実施する場合にあっては、アの項目を満た

す場合に限り、事業実施計画の承認を行うものとする。

ア 取組の内容が本事業の目標に沿っていること

イ 取組の内容が、受益者数、受益地域の範囲等からみて適正であり、かつ、過大

なものではないこと

ウ 整備事業を実施する場合にあっては、利用計画に基づく施設及び装置の利用が

確実であると認められ、かつ、施設及び装置の耐用年数の期間にわたり十分な利

用が見込まれること

（３）事業実施主体は、事業実施計画について重要な変更が生じた場合には、（１）及

び（２）に準じて変更の手続を行うものとする。なお、重要な変更とは次に掲げる

ものとする。
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ア 事業の中止又は廃止

イ 事業実施主体の変更

ウ 事業費の３割を超える増減

エ 施設の新設又は廃止

２ 費用対効果分析の実施

本事業の実施に当たっては、投資に対する効果が適正か否かを判断し、投資が過剰

とならないよう、整備する施設等の導入効果について生産局長が別に定めるところに

より、費用対効果分析を実施し、投資効率等を十分検討するものとする。

３ 事業の着手・着工について

（１）事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）第６条第１項の交付の決定（以下「交付決定」という。）

後に着手又は着工（機械の発注を含む。）するものとする。

（２）事業実施主体は、整備事業に着工するときは着工届（別紙様式第２号）により、

速やかにその旨を届け出るものとする。

ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情があり、交

付決定前に着手又は着工する場合にあっては、事業実施主体は、あらかじめ、地

方農政局長等の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着手（着

工）届を別紙様式第３号により、地方農政局長等に届け出るものとする。

（３）（２）のただし書により交付決定前に着手又は着工する場合については、事業

実施主体は、事業の内容が明確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、

着手又は着工するものとする。

また、この場合においても、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等

は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。

なお、事業実施主体は、交付決定前に着手又は着工した場合には、農業・食品

産業競争力強化支援事業等補助金交付要綱（平成１７年４月１日付け１６生産第

８２６５号農林水産事務次官依命通知）第４の規定による申請書の備考欄に着手、

着工年月日及び交付決定前の着手（着工）届の文書番号を記載するものとする。

（４）（２）のただし書により交付決定前に着手又は着工する場合については、地方

農政局長等は事前にその理由等を十分に検討して必要最小限にとどめるよう指導

するほか、着手後又は着工後においても必要な指導を十分に行うことにより、事

業が適正に行われるようにするものとする。

４ 事業の実施報告

（１）要綱第３の２の（１）の事業実績報告は、事業実施年度から目標年度までの間、

毎年度、当該年度の翌年度の７月末日までに別紙様式第４号により行うものとす

る。

（２）要綱第３の２の（２）の報告は、別紙様式第５号により行うものとする。
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５ 証拠書類の保管

事業実施主体は、４の事業実績の報告の基礎となった証拠書類を５年間保管し、地

方農政局長等からの求めがあった場合には提示しなければならない。

第４ 事業の評価

１ 事業評価の実施

要綱第４の１の報告は、別紙様式第６号により成果報告書を作成し、目標年度の翌

年度の７月末日までに地方農政局長等に提出するものとする。

２ 地方農政局長等による事業評価

要綱第４の２に基づく地方農政局長等による事業評価は以下のとおり行うものとす

る。

（１） 地方農政局長等は、報告を受けた成果報告書の結果について、検討会を開催し、

当該事業評価が事業実施計画に定めた方法で実施されているかに留意し、その報

告内容を点検するものとする。点検に当たっては、必要に応じて事業実施計画等

との整合性を確認するものとする。

（２）地方農政局長等は、（１）の点検の結果、事業実施計画に定められた方法で事

業評価が実施されていない場合には、事業実施主体に対し、再度評価を実施する

よう指示するものとする。

（３）地方農政局長等は天災等外部的な要因により、事業実施計画で定めた方法では

成果報告が困難と判断される場合には、評価方法を変更した上で事業評価を実施

するよう事業実施主体を指導するものとする。

（４）地方農政局長等から評価方法を変更して評価を行うよう指示を受けた事業実施

主体は、変更した方法で事業評価を実施し、その結果を速やかに地方農政局長等

に対して報告するものとする。

（５）地方農政局長等（生産局長を除く。）は、報告を受けた事業評価及び評価方法

を変更して実施した事業評価を取りまとめ、目標年度の翌年度の 10月末までに生

産局長に報告するものとする。

第５ 他の施策との関連

事業実施主体は、「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」（平成17年３

月31日付け16生産第8377号生産局長通知。以下「環境規範」という。）に基づく取組

の着実な推進に努めるものとする。なお、地域モデル実証事業の事業実施主体にあっ

ては、事業で整備した装置・機械を利用する農業者から、目標年度までに１回以上、

環境規範に基づく点検シートの提出を受け、点検の実施を確認するものとする。

第６ その他

この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、生産局

長が別に定めるところによる。

附則 この要領は平成２１年４月１日から施行する。



別紙様式第１号

平成 年 月 日

施肥体系緊急転換対策事業実施計画（変更）承認申請書

農林水産省生産局長

地方農政局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長

住所

事業実施主体名

代 表 者 氏 名 印

施肥体系緊急転換対策事業実施要綱（平成21年4月1日付け20生産第９６２５号農林水産

事務次官依命通知）第３の１の規定に基づき、関係書類を添えて（変更）承認を申請する。

（注）関係書類として、別紙様式第１号の「施肥体系緊急転換対策事業実施計画書」を

添付すること。
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（
別

紙
様

式
第

１
号

）

実
施

年
度

平
成

年
度

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

（ （（（
実

績
報

告
実

績
報

告
実

績
報

告
実

績
報

告
） ）））

書 書書書

（ （（（
地

域
地

域
地

域
地

域
モ

デ
ル

モ
デ

ル
モ

デ
ル

モ
デ

ル
実

証
事

業
実

証
事

業
実

証
事

業
実

証
事

業
） ）））

事
業

実
施

主
体

名
：
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担
当

者
氏

名
電

話
、

Ｆ
Ａ

Ｘ
e
-
m
a
i
l
ア

ド
レ

ス
１

事
業

の
目

的

２
事

業
実

施
主

体
の

概
要

市
町

村
名

：
地

区
名

：
事

業
実

施
主

体
の

構
成

戸
数

：
戸

実
施

地
区

内
の

主
要

品
目

及
び

作
付

面
積

：
h
a、

：
h
a、

：
h
a

計
h
a(
注

)

注
）

計
は

実
施

地
区

に
お

い
て

作
物

作
付

を
予

定
し

て
い

る
経

営
耕

地
面

積
の

総
計

を
記

入
す

る
。

３
事

業
の

内
容

（
１

）
取

組
の

概
要

取
組

の
概

要
成

果
目

標
（

実
績

）

事
業

対
象

作
物

名
取

組
農

家
戸

数
作

付
面

積
(
h
a)

導
入

実
証

を
行

土
壌

診
断

実
施

現
状

の
施

肥
量

事
業

終
了

後
の

肥
料

コ
ス

ト
低

（
戸

）
及

び
筆

数
(
筆

）
う

技
術

等
名

点
数

（
点

）
又

は
肥

料
費

の
施

肥
量

又
は

肥
減

率
(
%
)

備
考

概
数

料
費

(
k
g
/1
0
a
､
円
/1
0
a)

(
k
g
/1
0
a
､
円
/1
0
a)

（
①

－
②

)
／

①
①

②
×

1
0
0

h
a
（

筆
）

点
k
g

k
g

%
(
円

)
（

円
）

（
注

）
１

．
「

土
壌

診
断

実
施

点
数

」
は

、
土

壌
診

断
だ

け
で

な
く

、
診

断
結

果
に

基
づ

く
施

肥
設

計
及

び
効

率
的

施
肥

の
指

導
と

い
う

一
連

の
行

為
が

行
わ

れ
る

こ
と

を
も

っ
て

１
点

と
す

る
。

(
以

下
、

同
じ

)

２
．

成
果

目
標

の
「

施
肥

量
」

、
「

肥
料

費
」

は
化

学
肥

料
(
有

機
入

り
の

化
成

肥
料

、
配

合
肥

料
も

含
む

)
に

係
る

も
の

と
し

、
施

肥
量

は
含

有
さ

れ
る

窒
素

、
り

ん
酸

、
加

里
の

成
分

の
合

計
と

す
る

。

(
肥

料
費

を
成

果
目

標
と

す
る

場
合

に
は

、
「

事
業

終
了

後
」

の
肥

料
費

の
算

定
は

事
業

実
施

に
利

用
し

た
肥

料
年

度
の

価
格

を
用

い
て

行
う

こ
と

)

ま
た

、
「

現
状

」
と

「
事

業
終

了
後

」
の

施
肥

量
又

は
肥

料
費

の
低

減
の

内
訳

が
わ

か
る

よ
う

、
そ

の
根

拠
と

な
る

資
料

を
別

添
様

式
例

１
を

作
成

し
添

付
す

る
。



-
3
-

（
２

）
導

入
技

術
等

に
関

す
る

検
討

会
の

開
催

検
討

会
等

の
構

成
・

員
数

開
催

年
月

検
討

内
容

平
成

年
月

平
成

年
月

計
名

平
成

年
月

（
３

）
土

壌
診

断
結

果
に

基
づ

く
施

肥
設

計
の

見
直

し
に

向
け

た
取

組

①
土

壌
診

断
の

実
施

対
象

作
物

名
実

施
時

期
実

施
方

法
(
該

当
す

る
も

の
に

○
)

土
壌

診
断

実
施

点
数

備
考

導
入

す
る

簡
既

存
施

設
の

他
機

関
に

外
そ

の
他

易
診

断
装

置
活

用
注

平
成

年
月

点

(
注

)
１

．
土

壌
診

断
は

本
事

業
に

よ
り

実
施

す
る

も
の

に
つ

い
て

記
入

す
る

。
既

に
自

ら
の

取
組

等
と

し
て

土
壌

診
断

を
実

施
し

て
い

る
も

の
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

点
数

を
備

考
欄

に
記

入
す

る
。

２
．

実
施

点
数

は
、

窒
素

、
り

ん
酸

、
加

里
の

含
有

量
等

、
適

切
な

施
肥

設
計

に
必

要
な

基
本

項
目

の
す

べ
て

を
分

析
し

た
も

の
を

１
点

と
す

る
。

３
．

実
施

方
法

で
、

そ
の

他
を

選
択

し
た

場
合

は
、

備
考

欄
に

具
体

的
な

方
法

を
記

入
す

る
。

②
診

断
結

果
に

基
づ

く
処

方
箋

・
施

肥
設

計
書

の
作

成
及

び
施

肥
指

導
の

実
施

処
方

箋
等

作
処

方
箋

等
作

成
方

法
(
該

当
す

る
も

の
に

○
)

施
肥

指
導

の
施

肥
指

導
の

方
法

(
該

当
す

る
も

の
に

○
)

成
及

び
施

肥
実

施
者

備
考

指
導

実
施

点
導

入
す

る
ソ

既
存

ソ
フ

ト
他

機
関

に
そ

の
他

集
会

等
の

場
戸

別
に

訪
問

郵
便

・
電

話
そ

の
他

数
注

）
フ

ト
を

活
用

等
を

活
用

外
注

で
指

導
し

て
指

導
等

で
指

導

点

注
)

1
.

処
方

箋
等

作
成

方
法

、
施

肥
指

導
の

方
法

で
、

そ
の

他
を

選
択

し
た

場
合

は
、

備
考

欄
に

具
体

的
な

方
法

を
記

入
す

る
。

２
.
「

処
方

箋
等

作
成

及
び

施
肥

指
導

実
施

点
数

」
は

「
土

壌
診

断
実

施
点

数
」

と
原

則
、

一
致

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
(
一

致
し

な
い

場
合

は
,
そ

の
理

由
を

備
考

欄
に

記
入

)
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③
施

肥
指

導
者

育
成

研
修

計
画

（
実

績
）

開
催

時
期

招
集

範
囲

研
修

概
要

（
４

）
新

技
術

等
の

導
入

実
証

の
取

組

対
象

作
物

名
実

証
面

積
実

証
技

術
等

名
実

施
期

間
左

記
技

術
等

の
導

入
を

行
う

こ
実

証
技

術
等

の
概

要
及

び
具

体
期

待
さ

れ
る

効
果

備
考

と
と

し
た

理
由

・
背

景
的

な
取

組
内

容

h
a

平
成

年
月

日

～

平
成

年
月

日

４
補

助
事

業
等

の
財

産
処

分
状

況
に

つ
い

て
（

当
初

年
度

を
含

め
過

去
５

年
間

）

事
業

名
実

施
年

度
事

業
費

財
産

処
分

当
初

事
業

内
容

及
び

処
分

内
容

（
千

円
）

承
認

年
月

日

（
注

）
１

補
助

事
業

等
の

財
産

処
分

の
承

認
申

請
中

の
案

件
に

あ
っ

て
も

記
入

す
る

と
と

も
に

当
該

施
設

の
処

分
申

請
に

係
る

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

２
該

当
が

な
い

場
合

は
「

当
初

事
業

内
容

及
び

処
分

内
容

」
の

欄
に

該
当

無
し

と
記

入
す

る
こ

と
。

３
該

当
す

る
施

設
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
施

設
の

処
分

申
請

に
係

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。

４
補

助
事

業
等

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産

の
譲

渡
を

受
け

た
場

合
ま

た
は

受
け

る
予

定
に

お
い

て
も

記
入

す
る

と
と

も
に

当
該

施
設

の
処

分
申

請
に

係
る

資
料

を

添
付

す
る

こ
と

。
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４
事

業
費

の
内

訳

取
区

分
事

業
内

容
事

業
量

事
業

に
要

す
る

完
了

予
定

年
月

負
担

区
分

組
（

単
価

、
回

経
費

日
備

考
数

、
台

数
、

人
（

完
了

年
月

国
庫

補
助

金
自

己
資

金
そ

の
他

数
等

）
日

）

推
１

○
○

費
円

年
月

日
円

円
円

進 事
２

○
○

費
業

計

整 備 事 業
計

合
計

（
注

）
１

．
「

区
分

」
は

要
領

第
２

の
２

の
表

の
区

分
と

す
る

。
２

．
「

事
業

内
容

」
は

要
領

第
２

の
２

の
表

の
「

補
助

対
象

と
す

る
経

費
」

の
内

容
と

し
、

積
算

根
拠

が
分

か
る

よ
う

に
記

載
す

る
。

３
．

機
械

・
装

置
等

の
導

入
・

整
備

は
、

見
積

書
（

２
社

以
上

）
及

び
カ

タ
ロ

グ
を

添
付

し
、

導
入

す
る

も
の

の
メ

ー
カ

ー
名

・
機

種
名

を
備

考
欄

に
記

入
す

る
。

ま
た

、
機

械
・

施
設

等
の

借
上

げ
及

び
作

業
の

外
注

・
委

託
に

つ
い

て
は

、
そ

の
委

託
先

等
の

名
称

を
備

考
欄

に
記

入
す

る
。

４
．

事
業

の
一

部
を

委
託

す
る

場
合

に
は

そ
の

委
託

契
約

書
（

案
）

（
ま

た
は

写
し

）
を

添
付

す
る

。
５

．
備

考
欄

に
は

、
仕

入
れ

に
係

る
消

費
税

等
相

当
額

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

減
額

し
た

場
合

に
は

「
除

税
額

○
○

円
う

ち
国

庫
補

助
金

○
○

円
」

を
、

同
税

額
が

な
い

場
合

に
は

「
該

当
な

し
」

と
、

同
税

額
が

明
ら

か
で

な
い

場
合

に
は

「
含

税
額

」
と

そ
れ

ぞ
れ

記
入

す
る

と
と

も
に

、
同

税
額

を
減

額
し

た
場

合
に

は
合

計
の

欄
の

備
考

の
欄

に
合

計
額

（
「

除
税

額
○

○
円

う
ち

国
庫

補
助

金
○

○
円

」
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

整
備

事
業

を
実

施
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
要

領
第

３
の

２
に

基
づ

き
、

費
用

対
効

果
分

析
結

果
を

添
付

す
る

こ
と

。
７

．
推

進
事

業
に

お
い

て
は

要
領

第
２

の
１

の
表

の
①

の
ア

、
イ

、
ウ

の
事

業
順

に
記

載
す

る
こ

と
。

８
．

計
画

申
請

時
と

実
績

報
告

時
で

変
更

の
あ

っ
た

箇
所

に
つ

い
て

は
変

更
点

が
明

確
と

な
る

よ
う

見
え

消
し

で
記

入
す

る
も

の
と

す
る

。



(
別

添
様

式
例

１
)

現
状

事
業

終
了

後

肥
料

名
単

価
施

肥
量

成
分

換
算

施
肥

量
肥

料
費

肥
料

名
単

価
施

肥
量

成
分

換
算

施
肥

量
肥

料
費

(
円
/k
g
)

(k
g
/1
0
a)

(
k
g
/1
0
a)

(円
/1
0
a)

(
円
/k
g
)

(k
g
/1
0
a)

(k
g
/1
0
a)

(
円
/1
0
a)

窒
素

り
ん

酸
加

里
計

窒
素

り
ん

酸
加

里
計

計
計

う
ち

化
学

肥
料

に
よ

る
も

の
う

ち
化

学
肥

料
に

よ
る

も
の

注
）

１
．

肥
料

費
の

欄
は

化
学

肥
料

(
有

機
入

り
の

複
合

肥
料

も
含

む
)
に

つ
い

て
の

み
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

施
肥

量
は

実
際

に
施

用
す

る
肥

料
の

実
数

値
と

し
、

た
い

肥
、

緑
肥

、
そ

の
他

有
機

質
肥

料
に

つ
い

て
も

記
入

す
る

こ
と

。
成

分
換

算
施

肥
量

は
、

こ
れ

ら
の

肥
料

か
ら

当
該

作
に

お
い

て
期

待
さ

れ
る

肥
料

成
分

量
の

概
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
「

事
業

終
了

後
」

の
肥

料
費

の
単

価
は

、
事

業
実

施
に

利
用

し
た

肥
料

年
度

の
単

価
を

記
入

す
る

こ
と

。



(
記

入
例

)

現
状

事
業

終
了

後

肥
料

名
単

価
施

肥
量

成
分

換
算

施
肥

量
肥

料
費

肥
料

名
単

価
施

肥
量

成
分

換
算

施
肥

量
肥

料
費

(
円
/k
g
)

(k
g
/1
0
a)

(
k
g
/1
0
a)

(円
/1
0
a)

(
円
/k
g
)

(k
g
/1
0
a)

(k
g
/1
0
a)

(
円
/1
0
a)

窒
素

り
ん

酸
加

里
計

窒
素

り
ん

酸
加

里
計

燐
加

安
4
8
4
号

9
6

3
0

4
.2

5
.4

4
.2

2
,8
8
0

燐
加

安
4
8
4
号

9
6

2
3

3
.2

4
.1

3
.2

2
,2
0
8

珪
酸

加
里

1
0
6

4
0

8
4
,2
4
0

珪
酸

加
里

1
0
6

3
0

6
3
,1
8
0

N
K
化

成
7
8

1
0

1
.7

1
.7

7
8
0

N
K
化

成
7
8

1
0

1
.7

1
.7

7
8
0

た
い

肥
1
0
0
0

1
1
.3

3

計
5
.9

5
.4

1
3
.9

2
5
.2

7
,9
0
0

計
5
.9

5
.4

1
3
.9

2
5
.2

6
,1
6
8

う
ち

化
学

肥
料

に
よ

る
も

の
5
.9

5
.4

1
3
.9

2
5
.2

7
,9
0
0

う
ち
化

学
肥

料
に

よ
る

も
の

4
.9

4
.1

1
0
.9

1
9
.9

6
,1
6
8

注
）

１
．

肥
料

費
の

欄
は

化
学

肥
料

(
有

機
入

り
の

複
合

肥
料

も
含

む
)
に

つ
い

て
の

み
記

入
す

る
こ

と
。

２
．

施
肥

量
は

実
際

に
施

用
す

る
肥

料
の

実
数

値
と

し
、

た
い

肥
、

緑
肥

、
そ

の
他

有
機

質
肥

料
に

つ
い

て
も

記
入

す
る

こ
と

。
成

分
換

算
施

肥
量

は
、

こ
れ

ら
の

肥
料

か
ら

当
該

作
に

お
い

て
期

待
さ

れ
る

肥
料

成
分

量
の

概
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
．
「

事
業

終
了

後
」

の
肥

料
費

の
単

価
は

、
事

業
実

施
に

利
用

し
た

肥
料

年
度

の
単

価
を

記
入

す
る

こ
と

。



-
1
-

別
紙

様
式

第
１

号

実
施

年
度

平
成

年
度

開
始

年
度

平
成

年
度

最
終

予
定

年
度

平
成

年
度

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

（ （（（
実

績
報

告
実

績
報

告
実

績
報

告
実

績
報

告
） ）））

書 書書書

（ （（（
技

術
情

報
等

収
集

技
術

情
報

等
収

集
技

術
情

報
等

収
集

技
術

情
報

等
収

集
・ ・・・

提
供

事
業

提
供

事
業

提
供

事
業

提
供

事
業

） ）））

事
業

実
施

主
体

名
：



-
2
-

担
当

者
氏

名
電

話
、

Ｆ
Ａ

Ｘ
e
-
m
a
i
l
ア

ド
レ

ス

１
全

体
計

画 実
施

主
体

名
全
体
計
画
（
実
績
）

年
次
計
画
（
実
績
）

負
担
区
分

事
業
内

事
業
費

前
年
度
ま
で

当
該
年
度

次
年
度
以
降

国
庫
補
助
金

そ
の
他

備
考

容
事
業
内
容

事
業
費

事
業
内
容

事
業
費

事
業
内
容

事
業
費

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

合
計 （

注
）

１
備

考
欄

に
事

業
実

施
期

間
（

○
○

年
度

～
○

○
年

度
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
事

業
の

目
的

３
事

業
実

施
体

制

事
業

実
施

主
体

の
設

立
年

月
事

業
実

施
主

体
の

構
成

人
数

事
業

実
施

主
体

の
活

動
状

況

（
注

）
１

．
事

業
実

施
主

体
の

組
織

図
等

事
業

実
施

主
体

の
体

制
が

わ
か

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。

２
．

事
業

実
施

主
体

の
今

ま
で

の
主

な
活

動
（

特
に

取
組

事
業

や
事

業
テ

ー
マ

に
関

す
る

取
組

実
績

）
や

今
後

の
活

動
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。



-
3
-

４
具

体
的

な
成

果
目

標

成
果

目
標

成
果

目
標

の
具

体
的

な
内

容

事
後

評
価

の
検

証
方

法

５
調

査
・

検
討

概
要

調
査

時
期

調
査

場
所

調
査

人
数

調
査

事
項

調
査

方
法

備
考

６
専

門
会

議
の

開
催

計
画

（
実

績
）

開
催

時
期

検
討

会
等

の
構

成
・

員
数

検
討

内
容

計
名

計
名

計
名



-
4
-

７
周

知
・

普
及

概
要

資
料

名
発

信
媒

体
作

成
時

期
作

成
部

数
配

布
対

象
内

容
備

考

注
）

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
よ

る
普

及
を

図
る

場
合

に
は

、
「

作
成

部
数

」
、

「
配

布
対

象
」

は
空

欄
と

し
、

備
考

欄
に

当
該

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
ア

ド
レ

ス
を

記
入

す
る

。

８
全

国
研

修
会

の
開

催
計

画
（

実
績

）

開
催

時
期

招
集

範
囲

研
修

概
要

９
事

業
費

の
内

訳

取
区

分
事

業
内

容
事

業
量

事
業

に
要

す
る

経
費

完
了

予
定

年
月

日
負

担
区

分
組

（
単

価
、

回
（

完
了

年
月

日
）

備
考

数
、

台
数

、
人

国
庫

補
助

金
そ

の
他

数
等

）

推
１

○
○

費
円

円
円

進 事
２

○
○

費
業

計

（
注

）
１

．
「

区
分

」
は

要
領

第
２

の
２

の
表

の
区

分
と

す
る

。
２

．
「

事
業

内
容

」
は

要
領

第
２

の
２

の
表

の
「

補
助

対
象

と
す

る
経

費
」

の
内

容
と

し
、

積
算

根
拠

が
分

か
る

よ
う

に
記

載
す

る
。

３
．

事
業

の
一

部
を

委
託

す
る

場
合

に
は

そ
の

委
託

契
約

書
（

案
）

（
ま

た
は

写
し

）
を

添
付

す
る

。
４

．
備

考
欄

に
は

、
仕

入
れ

に
係

る
消

費
税

等
相

当
額

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

減
額

し
た

場
合

に
は

「
除

税
額

○
○

円
う

ち
国

庫
補

助
金

○
○

円
」

を
、

同
税

額
が

な
い

場
合

に
は

「
該

当
な

し
」

と
、

同
税

額
が

明
ら

か
で

な
い

場
合

に
は

「
含

税
額

」
と

そ
れ

ぞ
れ

記
入

す
る

と
と

も
に

、
同

税
額

を
減

額
し

た
場

合
に

は
計

の
欄

の
備

考
の

欄
に

合
計

額
（

「
除

税
額

○
○

円
う

ち
国

庫
補

助
金

○
○

円
」

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
５

．
計

画
申

請
時

と
実

績
報

告
時

で
変

更
の

あ
っ

た
箇

所
に

つ
い

て
は

変
更

点
が

明
確

と
な

る
よ

う
見

え
消

し
で

記
入

す
る

も
の

と
す

る
。



 
- 
1
 -
 

（
別

紙
様

式
第

１
号

）
 

   

実
施

年
度

 
平

成
 
 

年
度

 

              

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

事
業

実
施

計
画

事
業

実
施

計
画

事
業

実
施

計
画

（ （（（
実

績
報

告
実

績
報

告
実

績
報

告
実

績
報

告
） ）））

書 書書書
    

（ （（（
エ

コ
フ

ァ
ー

マ
ー

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

エ
コ

フ
ァ

ー
マ

ー
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
エ

コ
フ

ァ
ー

マ
ー

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

エ
コ

フ
ァ

ー
マ

ー
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
整

備
事

業
整

備
事

業
整

備
事

業
整

備
事

業
） ）））

    

   

事
業

実
施

主
体

名
 

：
 

 



 
- 
2
 -
 

第
１

 
事

業
計

画
（

実
績

）
総

括
表

 

負
担

区
分

 
 

 

事
 

業
 

内
 

容
 

 

事
業

費
 

国
庫

 

補
助

金
 

自
己

資
金

 
そ

の
他

 
備

 
 
考

 

 

    

    

千
円

 

 

千
円

 

 

千
円

 

 

  

計
 

 
 

 
 

 

 
 

（
注

）
１

．「
事
業

内
容
」

の
欄
に

は
、

公
募

要
領

第
２

に
掲
げ

る
事

業
の

内
容

を
記

載
し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

 
２

．
「

計
」

の
「
備

考
」

欄
に

は
、

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
相

当
額

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

減
額

し
た

場
合

に
は

、
「

除
税

額
○

○
○

円
、
う

ち
国

費
○

○
○

円
」

を
、

同

税
額

が
な

い
場

合
に

は
「

該
当

な
し
」

と
、

同
税

額
が

明
ら

か
で
な

い
場

合
に

は
「

含
税

額
」
と

そ
れ

ぞ
れ

記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

 
 

３
．

記
載

欄
に

つ
い
て

は
、

適
宜

拡
張

し
て

必
要
事

項
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。

ペ
ー

ジ
数

が
増

え
て

も
か
ま

い
ま

せ
ん

。
（

以
下

同
じ
）

 

 第
２

 
事

業
の

目
的

 

    

 
 

（
注

）
公

募
要

領
第

２
に

掲
げ
る

事
業

の
内

容
に

即
し

、
応
募

者
が

本
事

業
の

実
施

を
通
じ

て
解

決
を

図
る

課
題

等
を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 第
３

 
本

事
業

の
実

施
体

制
 

実
施

体
制

 
担

当
す

る
項

目
 

組
織

名
・

所
属

・
役

職
・

氏
名

 

総
括

責
任

者
 

 

会
計

担
当

 
 

○
○

担
当

 
 

○
○

担
当

 
 

○
○

担
当

（
分

担
事

業
者

）
 

 

     

○
○

担
当

（
分

担
事

業
者

）
 

 

（
注

）
事

業
代

表
者

だ
け

で
な

く
、

本
事

業
に

関
わ

る
分

担
事

業
者

、
事

業
支

援
者

等
、

事
業

内
容

と
整

合
が

取
れ

て
い

る
内

容
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 



 
- 
3
 -
 

第
４

 
具

体
的

な
成

果
目

標
 

成
果

目
標

 

 

  

成
果

目
標

の
具

体
的

な
内

容
 

 

  

事
後

評
価

の
検

証
方

法
 

 

  

（
実

績
）

 

成
果

目
標

の
達

成
状

況
 

  

 第
５

 
事

業
の

内
容

 

１
 

企
画

検
討

委
員

会
の

設
置

 

（
１

）
構

成
員

 

氏
 

 
名

 
所

属
・
役

職
 

専
門

分
野

 
備

 
 
考

 

  

     

 
 

 
 

 

（
２

）
企

画
検

討
委

員
会

の
開

催
〔
１

の
（

１
）
〕

 

開
催

時
期

 
開

催
場
所

 
検

討
内
容

 
備

 
 
考

 

  

 
  

  

 
 

  

 
 

 

 
（

注
）
〔
 

〕
は

、
公

募
要
領

第
２
「

事
業

の
内

容
」

の
項

目
。
以

下
同

じ
。

 

  



 
- 
4
 -
 

（
３

）
企

画
内

容
〔

１
の

（
２

）
〕

 

 

 
（

注
）

全
国

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
立
ま

で
の

取
組

概
要

、
エ

コ
フ
ァ

ー
マ

ー
へ

の
訴

求
内

容
等
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 ２
 

ブ
ロ

ッ
ク

別
説

明
会

の
開

催
〔
１

の
（

３
）
〕

 

ブ
ロ

ッ
ク

名
 

開
催

時
期

 
開

催
場
所

 
参

加
見
込

人
数

 
備

 
 
考

 

  

 
 

 
 

 
（

注
）

ブ
ロ

ッ
ク

毎
に

別
の

表
に
し

て
下

さ
い

。
 

 ３
 

エ
コ

フ
ァ

ー
マ

ー
に

対
す

る
全
国

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

へ
の

参
加
募

集
活

動
概

要
〔

１
の

（
４
）
〕

 

 

 
（

注
）
募

集
案

内
チ

ラ
シ
の

作
成
（

作
成

部
数

）
、
広

報
誌

等
へ
の

掲
載

、
現

地
説

明
会

へ
の
要

請
対

応
等

、
エ

コ
フ

ァ
ー
マ

ー
に

対
し

て
参

加
を

呼
び
か

け
る

た
め

の
活

動
内
容

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 ４
 

相
談

窓
口

の
設

置
及

び
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

の
開

設
〔

１
の

（
５
）
〕

 

 

 
（

注
）

エ
コ

フ
ァ

ー
マ

ー
か

ら
の
相

談
に

対
す

る
対

応
方

法
、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

掲
載

内
容
（

構
成

）
等

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
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５
 

全
国

交
流

会
・

技
術

研
究

会
の
開

催
〔

１
の

（
６

）〕
 

行
事

の
名

称
 

趣
 

 
 

旨
 

企
 

画
 

内
 

容
 

    

    

 

開
催

時
期

 
開

催
場
所

 
主

な
参
加

者
及

び
参

加
見

込
人

数
 

備
 

 
考

 

   

 
 

 

 
（

注
）

行
事

の
名

称
ご

と
に

、
別
の

表
に

し
て

下
さ

い
。

 

６
 

そ
の

他
の

エ
コ

フ
ァ

ー
マ

ー
組
織

化
の

取
組

〔
１

の
（

７
）〕

 

実
施

時
期

 
取

組
内
容

 
取

組
が
必

要
な

理
由

 
備

 
 
考

 

  

    

  

  

 
 

 
 

 

７
 

普
及

啓
発

活
動

〔
２

の
（

１
）〕

 

実
施

時
期

 
対

象
者

 
活

 
動
 

内
 

容
 

備
 

 
考

 

 
    

 
 

 
（

注
）

イ
ベ

ン
ト

等
を

開
催

さ
れ
る

場
合

は
、
「
活

動
内
容

」
欄
に

、
開

催
予

定
場

所
、

参
加
見

込
み

人
数

等
も

記
載

し
て
下

さ
い

。
 

 ８
 

そ
の

他
の

普
及

啓
発

の
取

組
〔
２

の
（

２
）
〕

 

実
施

時
期

 
取

組
内
容

 
取

組
が
必

要
な

理
由

 
備

 
 
考
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第
６

 
年

間
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

月
別

実
施

計
画

 
事

 
項

 

4
月

 
5
月

 
6
月

 
7
月

 
8
月

 
9
月

 
1
0
月

 
1
1
月

 
1
2
月

 
1
月

 
2
月

 
3
月

 

備
 

 
考

 

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注

）
第

４
に

記
載

し
た

項
目

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
年

間
の

活
動

計
画

が
分

か
る

よ
う

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

第
７

 
本

事
業

の
実

施
後

の
取

組
み

 

実
施

年
度

 
主

な
取
組

内
容

 
目

指
す
成

果
 

平
成

２
２

年
度

 

 

  

  

平
成

○
○

年
度

 
  

  

平
成

○
○

年
度

 
 

 

 
 
（

注
）
１

．
本

表
は
、
平

成
２
２

年
度

以
降
、
本
事
業

に
よ
り

立
ち

上
げ

た
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

を
支

援
す

る
取

組
（

自
己

財
源
、
会
費

収
入

等
に

よ
る
。）

を
予

定
し
て

い
る
場

合

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

 
２

．
目

指
す

成
果

の
欄
に

は
、

年
度

ご
と

に
実

現
を
目

指
す

成
果

に
つ

い
て

具
体
的

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 第
８

 
事

業
費

の
内

訳
 

負
 

担
 

区
 

分
 

区
分

 
事

業
内
容

 

 

事
業

費
 

(
単

価
、

回
数

、
数

 

量
、

人
数

等
)
 

事
業

に
要

す
る

経
費

 

完
了

予
定

年
月

日

（
完

了
年

月
日

）
 
国

庫
補
助

金
 

自
己

資
金

 
そ

の
他

 

備
 
考

 

 

１
 

○
○

費
 

２
 

○
○

費
 

 

 

   

   

 
 

 
 

 
 
円

 

  

年
 

月
 

日
 

  

 
 
 
 
 
  
 
 円

 

  

 
 

 
 

 円
 

  

 
 

 
 
 
円

 

 

    

合
 

計
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（
注

）
１

．「
区
分

」
は

要
領
第

２
の
２

の
表

の
区

分
と

す
る

。
 

 
 

 
２

．「
事
業

内
容

」
は
要

領
第
２

の
２

の
表

の
「

補
助

対
象
と

す
る

経
費

」
の

内
容

と
し
、

積
算

根
拠

が
分

か
る

よ
う
に

記
載

す
る

。
 
 

 
 

 
 

 
３

．
事

業
の

一
部

を
委
託

す
る

場
合

に
は

そ
の

委
託
契

約
書

（
案

）（
ま
た
は

写
し
）

を
添

付
す

る
。

 

４
．

備
考

欄
に

は
、

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
等

相
当

額
に

つ
い

て
、

こ
れ

を
減

額
し

た
場

合
に

は
「

除
税

額
○

○
円

 
う

ち
国

庫
補

助
金

○
○

円
」

を
、

同
税

額
が

な

い
場

合
に

は
「

該
当

な
し

」
と

、
同

税
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
に

は
「

含
税

額
」

と
そ

れ
ぞ

れ
記

入
す

る
と

と
も

に
、

同
税

額
を

減
額

し
た

場
合

に
は

合
計

の

欄
の

備
考

の
欄

に
合

計
額

（「
除

税
額
○

○
円

 
う

ち
国

庫
補

助
金
○

○
円

」）
を
記

入
す
る

こ
と
。

 

 
 

 
 

 
５

．
計

画
申

請
時

と
実
績

報
告

時
で

変
更

の
あ

っ
た
箇

所
に

つ
い

て
は

変
更

点
が
明

確
と

な
る

よ
う

見
え

消
し
で

記
入

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 第
９

 
添

付
資

料
 

 
１

 
応

募
者

の
定

款
、

寄
附

行
為
、

規
約

、
会

計
処

理
規

程
、
財

務
諸

表
（

最
新

の
も

の
）
の

写
し

 

 
２

 
過

去
の

農
林

水
産

省
等

の
国
庫

補
助

事
業

の
取

組
に

関
す
る

資
料

（
様

式
任

意
）

 

 
３

 
本

実
施

計
画

書
の

記
述

内
容
を

保
管

す
る

資
料

、
関

係
資
料

（
様

式
任

意
、

提
出

可
能
な

も
の

で
可

）
 



-
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別
紙

様
式

第
１

号

実
施

年
度

平
成

年
度

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

施
肥

体
系

緊
急

転
換

対
策

事
業

実
施

計
画

（ （（（
実

績
報

告
実

績
報

告
実

績
報

告
実

績
報

告
） ）））

書 書書書

（ （（（
肥

料
肥

料
肥

料
肥

料
コ

ス
ト

コ
ス

ト
コ

ス
ト

コ
ス

ト
低

減
環

境
整

備
事

業
低

減
環

境
整

備
事

業
低

減
環

境
整

備
事

業
低

減
環

境
整

備
事

業
） ）））

事
業

実
施

主
体

名
：



-
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担
当

者
氏

名
電

話
、

Ｆ
Ａ

Ｘ
e
-
m
a
i
l
ア

ド
レ

ス
１

事
業

の
目

的

２
事

業
実

施
主

体
の

概
要

事
業

実
施

主
体

の
設

立
年

月
事

業
実

施
主

体
の

構
成

人
数

事
業

実
施

主
体

の
活

動
状

況

３
事

業
の

詳
細

と
そ

の
具

体
的

な
成

果
目

標
及

び
取

組

事
業

の
内

容

具
体

的
な

成
果

目
標

及
び

取
組

目
標

具
体

的
な

取
組

の
内

容

具
体

的
な

数
値

等

目
標

数
値

決
定

根
拠

事
後

評
価

の
検

証
方

法
（

現
状

値
及

び
目

標
値

の
算

出
方

法
）

）



-
3
-

４
整

備
事

業
実

施
計

画
（

実
績

）
詳

細
（

推
進

事
業

で
の

機
械

・
施

設
の

借
り

上
げ

の
場

合
も

含
む

。
）

（
１

）
規

模
決

定
基

礎
等

ア
規

模
決

定
基

礎

※
規

模
決

定
（

導
入

す
る

機
械

の
能

力
、

台
数

、
施

設
の

規
模

、
処

理
能

力
、

付
帯

施
設

の
能

力
、

数
量

等
）

を
し

た
計

算
過

程
を

そ
の

根
拠

と
な

る
栽

培
面

積
、

生
産

量
、

収
穫

期
間

、
出

荷
期

間
、

利
用

計
画

、
機

械
・

施
設

等
の

能
力

、
既

存
の

機
械

・
施

設
の

能
力

等
の

具
体

的
な

数
値

を
用

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

イ
事

業
実

施
予

定
場

所
等

事
業

の
内

容
（

施
設

等
名

）
導

入
予

定
場

所
面

積
（

㎡
）

取
得

方
法

取
得

（
借

り
上

げ
備

考
時

期

（
２

）
機

械
・

施
設

の
整

備
状

況
及

び
利

用
計

画
等

ア
既

存
の

機
械

・
施

設
の

利
用

状
況

事
業

の
内

容
（

機
械

・
受

益
農

家
戸

数
処

理
量

（
h
a
、
t、

規
模

・
能

力
仕

様
事

業
費

利
用

の
状

況
に

関
す

る
説

明
施

設
名

等
）

）
点

数
)

利
用

率
（

％
）

１
整

備
使

用
と

す
る

機
械

・
施

設
に

関
連

す
る

既
存

施
設

・
機

械
に

つ
い

て
記

入
す

る
。

２
「

利
用

率
」

の
欄

は
計

画
時

点
の

処
理

量
に

対
す

る
現

況
処

理
量

で
表

す
。

（
利

用
率

＝
実

際
の

使
用

÷
計

画
目

標
）

３
「

利
用

の
状

況
に

関
す

る
説

明
」

の
欄

に
は

、
既

存
の

機
械

・
施

設
が

あ
り

な
が

ら
新

設
の

機
械

・
施

設
を

導
入

す
る

理
由

を
簡

潔
に

記
述

す
る

。
４

施
設

整
備

に
お

い
て

は
、

既
存

施
設

と
新

設
施

設
の

関
係

に
つ

い
て

概
念

図
を

添
付

す
る

。
５

土
壌

診
断

施
設

を
利

用
す

る
場

合
に

は
、

「
処

理
量

」
の

欄
に

は
一

日
あ

た
り

の
処

理
点

数
及

び
１

年
当

た
り

の
処

理
点

数
を

記
入

す
る

。

イ
機

械
・

施
設

の
利

用
計

画

施
設

・
機

利
用

期
間

利
用

日
数

月
別

利
用

計
画

（
実

績
）

年
間

処
理

量
備

考
械

名
現

在
目

標
現

在
目

標
4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

１
既

存
施

設
及

び
導

入
・

借
り

上
げ

を
行

う
機

械
・

施
設

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
２

共
同

利
用

施
設

に
つ

い
て

は
そ

の
具

体
的

内
容

（
作

業
体

系
）

を
記

述
す

る
こ

と
。

共
同

利
用

機
械

に
つ

い
て

は
、

利
用

面
積

若
し

く
は

稼
働

面
積

（
h
a
）

等
を

記
入

し
、

必
要

に
応

じ
て

作
業

体
系

図
等

を
添

付
す

る
こ

と
。
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ウ
機

械
・

施
設

の
施

行
方

法
及

び
施

工
業

者
選

定
方

法
の

計
画

施
行

方
法

施
工

業
者

選
定

方
法

入
札

（
競

争
見

指
名

業
者

選
定

の
考

え
方

積
）

に
よ

る
場

合
指

名
候

補
業

者
名

入
札

立
会

予
定

者

随
意

契
約

に
よ

る
随

意
契

約
を

選
択

す
る

理
由

場
合

価
格

の
適

正
性

の
判

断
基

準

候
補

業
者

名

（
注

）
１

記
入

に
あ

た
っ

て
は

、
「

農
業

・
食

品
産

業
競

争
力

強
化

支
援

事
業

補
助

対
象

事
業

事
務

及
び

補
助

対
象

事
業

費
の

取
扱

い
の

制
定

に
つ

い
て

」
（

平
成
1
7
年

４
月

１
日

付
け
1
6
生

産
第
8
2
6
7
号

農
林

水
産

省
総

合
食

料
局

長
、

経
営

局
長

、
生

産
局

長
通

知
）

第
１

に
注

意
す

る
こ

と
。

２
工

種
毎

（
土

木
工

事
、

建
築

工
事

、
製

造
請

負
工

事
等

）
で

施
行

方
法

が
違

う
場

合
は

、
工

種
毎

に
区

分
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

３
「

施
行

方
法

」
欄

は
、

「
直

営
施

行
」

、
「

請
負

施
行

」
、

「
委

託
施

行
」

、
「

代
行

施
行

」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
こ

と
。

４
「

施
工

業
者

選
定

方
法

」
の

欄
は

、
「

一
般

競
争

入
札

」
、

「
指

名
競

争
入

札
」

、
「

代
行

施
行

」
の

い
ず

れ
か

を
記

入
す

る
。

５
「

指
名

業
者

選
定

の
考

え
方

」
欄

は
、

指
名

競
争

入
札

又
は

代
行

施
行

に
よ

る
競

争
見

積
を

予
定

す
る

場
合

に
、

ど
の

よ
う

な
基

準
及

び
条

件
に

よ
っ

て
業

者
を

指
名

す
る

の
か

、
考

え
方

を
記

入
す

る
。

６
「

指
名

候
補

業
者

名
」

欄
は

、
当

該
事

業
の

計
画

策
定

時
点

に
お

け
る

指
名

候
補

業
者

名
を

す
べ

て
記

入
す

る
。

７
「

入
札

立
会

予
定

者
」

欄
は

、
行

政
機

関
（

都
道

府
県

及
び

市
町

村
）

か
ら

入
札

へ
の

立
会

が
予

定
さ

れ
て

い
る

場
合

に
入

札
立

会
予

定
者

の
所

属
及

び
役

職
名

を
記

入
す

る
。

８
「

随
意

契
約

を
選

択
す

る
理

由
」

欄
は

、
随

意
契

約
を

選
択

す
る

合
理

的
理

由
を

記
入

す
る

。
９

「
価

格
の

適
正

性
の

判
断

基
準

」
欄

は
、

随
意

契
約

価
格

が
適

正
で

あ
る

こ
と

を
ど

の
よ

う
に

判
断

す
る

の
か

を
記

入
す

る
。

1
0

「
候

補
業

者
名

」
欄

は
、

当
該

事
業

の
計

画
策

定
時

点
に

お
け

る
候

補
業

者
名

を
記

入
す

る
。

エ
補

助
事

業
等

の
財

産
処

分
状

況
に

つ
い

て
（

当
初

年
度

を
含

め
過

去
５

年
間

）

事
業

名
実

施
年

度
事

業
費

財
産

処
分

当
初

事
業

内
容

及
び

処
分

内
容

（
千

円
）

承
認

年
月

日

（
注

）
1

補
助

事
業

等
の

財
産

処
分

の
承

認
申

請
中

の
案

件
に

あ
っ

て
も

記
入

す
る

と
と

も
に

当
該

施
設

の
処

分
申

請
に

係
る

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

2
該

当
が

な
い

場
合

は
「

当
初

事
業

内
容

及
び

処
分

内
容

」
の

欄
に

該
当

無
し

と
記

入
す

る
こ

と
。

3
該

当
す

る
施

設
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
施

設
の

処
分

申
請

に
係

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。
4

補
助

事
業

等
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
財

産
の

譲
渡

を
受

け
た

場
合

ま
た

は
受

け
る

予
定

に
お

い
て

も
記

入
す

る
と

と
も

に
当

該
施

設
の

処
分

申
請

に
係

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。



-
5
-

５
推

進
事

業
実

施
計

画
詳

細
（

１
）

検
討

会
の

開
催

検
討

会
等

の
構

成
・

員
数

開
催

年
月

検
討

内
容

平
成

年
月

計
名

平
成

年
月

（
２

）
調

査
・

検
討

概
要

調
査

時
期

調
査

目
的

及
び

概
要

調
査

結
果

の
活

用
法

備
考

（
３

）
周

知
・

普
及

概
要

広
報

資
料

名
作

成
時

期
作

成
部

数
配

布
対

象
内

容
備

考

注
）

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
よ

る
普

及
を

図
る

場
合

に
は

、
「

作
成

部
数

」
、

「
配

布
対

象
」

は
空

欄
と

し
、

備
考

欄
に

当
該

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
ア

ド
レ

ス
を

記
入

す
る

。

６
事

業
費

の
内

訳

取
区

分
事

業
内

容
事

業
量

事
業

に
要

す
完

了
予

定
年

月
負

担
区

分
組

（
単

価
、

回
る

経
費

日
備

考
数

、
台

数
、

人
（

完
了

年
月

国
庫

補
助

金
自

己
資

金
そ

の
他

数
等

）
日

）

推
１

○
○

費
円

年
月

日
円

円
円

進 事
２

○
○

費
業

計

整 備 事 業
計

合
計



-
6
-

（
注

）
１

．
「

区
分

」
は

要
領

第
２

の
２

の
表

の
区

分
と

す
る

。
２

．
「

事
業

内
容

」
は

要
領

第
２

の
２

の
表

の
「

補
助

対
象

と
す

る
経

費
」

の
内

容
と

し
、

積
算

根
拠

が
分

か
る

よ
う

に
記

載
す

る
。

３
．

機
械

・
装

置
等

の
導

入
・

整
備

は
、

見
積

書
（

２
社

以
上

）
及

び
カ

タ
ロ

グ
を

添
付

し
、

導
入

す
る

も
の

の
メ

ー
カ

ー
名

・
機

種
名

を
備

考
欄

に
記

入
す

る
。

ま
た

、
機

械
・

施
設

等
の

借
上

げ
及

び
作

業
の

外
注

・
委

託
に

つ
い

て
は

、
そ

の
委

託
先

等
の

名
称

を
備

考
欄

に
記

入
す

る
。

４
．

事
業

の
一

部
を

委
託

す
る

場
合

に
は

そ
の

委
託

契
約

書
（

案
）

（
ま

た
は

写
し

）
を

添
付

す
る

。
５

．
備

考
欄

に
は

、
仕

入
れ

に
係

る
消

費
税

等
相

当
額

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

減
額

し
た

場
合

に
は

「
除

税
額

○
○

円
う

ち
国

庫
補

助
金

○
○

円
」

を
、

同
税

額
が

な
い

場
合

に
は

「
該

当
な

し
」

と
、

同
税

額
が

明
ら

か
で

な
い

場
合

に
は

「
含

税
額

」
と

そ
れ

ぞ
れ

記
入

す
る

と
と

も
に

、
同

税
額

を
減

額
し

た
場

合
に

は
合

計
の

欄
の

備
考

の
欄

に
合

計
額

（
「

除
税

額
○

○
円

う
ち

国
庫

補
助

金
○

○
円

」
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

６
．

整
備

事
業

を
実

施
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
要

領
第

３
の

２
に

基
づ

き
、

費
用

対
効

果
分

析
結

果
を

添
付

す
る

こ
と

。
７

．
計

画
申

請
時

と
実

績
報

告
時

で
変

更
の

あ
っ

た
箇

所
に

つ
い

て
は

変
更

点
が

明
確

と
な

る
よ

う
見

え
消

し
で

記
入

す
る

も
の

と
す

る
。



別紙様式第２号

番 号

年 月 日

農林水産省生産局長

地方農政局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長

事業実施主体名

代 表 者 氏 名 印

施肥体系緊急転換対策事業着工届

平成○○年○○月○○日付け第○○○号で交付決定のあったこの事業について、下記

のとおり着工しますので届け出ます。

記

事業種類

事業内容

（施設名・処理量等）

事業費（円）

着工住所

着工年月日

完了年月日

施行方法

請負等業者

工事監理者

注：工程表を添付すること。



別紙様式第３号

番 号

年 月 日

農林水産省生産局長

地方農政局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長

事業実施主体名

代 表 者 氏 名 印

施肥体系緊急転換対策事業交付決定前着手（着工）届

事業実施計画に基づく別添事業について、下記条件を了承の上、交付決定前に着手（着

工）することとしたのでお届けします。

記

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生

じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担するものとする。

２ 交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合におい

ても、異議がないこと。

３ 当該事業については、着手（着工）から交付決定を受ける期間内においては、計画変更

は行わないこと。

別 添

事業内容 事業実 施設区 事業量 事業費 着手（着工） 完 了 （ し ゅ 理 由

施主体 分 予定年月日 ん功）予定

年月日



別紙様式第４号

平成 年 月 日

施肥体系緊急転換対策事業実績報告書

農林水産省生産局長

地方農政局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長

事業実施主体名

代 表 者 氏 名 印

施肥体系緊急転換対策事業実施要綱（平成21年4月1日付け20生産第９６２５号農林水産

事務次官依命通知）第３の２の（１）の規定により関係書類を添えて報告する。

（注）関係書類として、別紙様式第１号の「施肥体系緊急転換対策事業実績報告書」を添

付すること。



別紙様式第５号

年 月 日

施肥体系転換緊急対策事業実績報告書

（※農林水産省）生産局長 殿

地方農政局長

内閣府沖縄総合事務局長

施肥体系緊急転換対策事業実施要綱（平成21年4月1日付け20生産第９６２５号農林水産

事務次官依命通知）第３の２の（２）の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。

（注）関係書類として、施肥体系緊急転換対策事業実施要綱（平成21年4月1日付け20生産

第９６２５号農林水産事務次官依命通知）第３の２の(１)の事業実績報告書を添付

すること。

地方農政局長の場合は（※）を省略。



別紙様式第６号

年 月 日

施肥体系転換緊急対策事業成果報告書について

農林水産省生産局長

地方農政局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長

事業実施主体名

代 表 者 氏 名 印

施肥体系緊急転換対策事業実施要綱（平成21年4月1日付け20生産第９６２５号農林水産

事務次官依命通知）第４の１の規定に基づき、別添のとおり報告します。

（別添）

第１ 事業の内容

項 目 取 組 内 容

(注) 事業実施計画時に提出した項目、取組内容を記載すること。

第２ 事業の実施期間

事業開始日 事業完了年月日

第３ 事業の成果

具体的な取組内容

成果目標の内容

成果目標の達成状況

事業の実施による効果

(注) 「成果目標の内容」の欄については、事業実施計画書を転記すること。なお、「成果目標の

達成状況」及び「事業の実施による効果」の欄については、可能な限り定量的に記入するこ

と。


